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国際認証 10 年 

自転車盗が市内で急増 

自転車盗で 
   問われる 
●自転車を盗んだら 
「窃盗罪」 
10年以下の懲役又は 
50万円以下の罰金 
 
●放置自転車に乗ったら 
「窃盗罪」（上記）、もしくは 
「占有離脱物横領罪」 
1年以下の懲役又は 
10万円以下の罰金若しくは科料 
 
たとえ放置されていたとしても、自分の物
ではない自転車を勝手に使用すれば、
罪に問われる可能性があります。 
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身近に起きる犯罪の中で最も多いのが

自転車盗。令和2年までは減少傾向に

ありましたが、その後増加し、令和5年

は、年間で前年比1.7倍の611件にも上

りました。 

今年1～5月の間に久留米市内で発生

した自転車の盗難は280件で、昨年同

時期に比べ、大幅に増えています。 

注意 
R6.1～5月 

 

オートバイの盗難や 

車上荒らしも増えて 

いるので、注意しな 

いといけませんね。 

自転車の防犯登録は、法律で義務付けられています。 

登録手続きは、自転車販売店、地区防犯協会、交番、

駐在所で受け付けています。 

登録手数料は1台600円で、10年間有効です。 

必ず 防犯登録 を 

盗難にあった自転車の６割が無施錠。壊されにくい 

ワイヤーキーなど、カギをかけて、盗難を予防しましょう。 

 

カギを２つ付けることで、

盗まれにくくなります。 

自宅の敷地内でも、 

カギをかけましょう。 

6割が 無施錠 

5 280 件 か で 月 

「ちょっと借りただけ」では済まされない 

罪 

（警察統計） 

「やらないで」 自分がされて いやなこと （令和 5年度セーフコミュニティ標語 優秀作品 上津小学校 矢永瑞彩希さん） 


